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シロチドリ 

 

1  種名 

和名 シロチドリ（鳥綱チドリ目チドリ科） 

学名 Charadrius alexandrinus 

 

2  概要 

全長 17cm程度。砂浜海岸、干潟でみられる小型のチドリ。エサは昆虫、ゴカイなど。繁

殖地は主に内湾に面した海岸の砂地で、春から夏にかけて産卵する。県内では留鳥のもの

と渡りをするものがある。 

 

3  指定要件 

県内における繁殖個体数が 250未満であると推定されていることから、三重県自然環境

保全条例施行規則（平成 15年三重県規則第 37号。以下「規則」という。）第 19条第 1項

第 4号の「個体群の成熟個体数が 250未満であると推定されるものであること」に該当す

る。 

 

4  届出に係る捕獲等の禁止・制限事項（条例第 20条第 2項関係） 

条例第 20条第 2項の「指針に適合しないものであるとき」は、次のとおりとする。 

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第 9条第 1項の規定による捕獲

等の許可がされない場合 

 

5  捕獲等の届出の適用除外（条例第 20条第 6項第 2号関係） 

条例第 20条第 6項第 2号の「指針に定める場合」は、次のとおりとする。 

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第 9条第 1項の規定による捕獲

等の許可を受けた場合 

 

6  捕獲等の届出の適用が除外される生息・生育状況調査（規則第 23条第 2号） 

規則第 23条第 2号の「指定希少野生動植物種の生息若しくは生育の状況に関する調査」

は、該当なしとする。 

  


